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本コーポレート・ガバナンス報告書提出日現在における

当社の「適時開示の確認体制」は次のとおりです。

各部門

重要な会社情報等の報告

適時開示

経営企画部 担当取締役
適時開示の判定

開示内容の起案

取締役社長 開示内容の確認

取締役会
決定事実、決算情報の承認

発生事実の報告（緊急時は後日報告）

グループ会社

重要な会社情報等の報告


